
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令 和 ６ 年 ３ 月 　 一 部 改 正  
 

 

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 北 海 道 教 育 委 員 会





 　はじめに
 

  学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の成長と健康を支える上で大切な

役割を果たすものであり、栄養豊かで、おいしく、そして何よりも安全・安心

 に食べることができるものでなければなりません。

 

　学校給食における衛生管理の徹底については、平成８年に全国的に多発した

腸管出血性大腸菌Ｏ157による食中毒事故を踏まえ、学校給食関係者の安全性

に対する意識が一段と高まるとともに、調理器具の十分な洗浄・消毒など衛生

 管理の徹底が図られ、学校給食による食中毒事故は減少しました。

、 、「 」　また 平成21年４月には学校給食法の改正により 学校給食衛生管理基準

 が法律上明確に位置付けられました。

 

　しかし道内では、平成23年２月に岩見沢市においてサルモネラ属菌を原因物

質とする食中毒事故が発生し、1,522名の児童生徒及び教職員に腹痛や発熱等

の症状が生じました。北海道教育委員会では、本事故を重く受け止め、全道55

、 、2箇所の学校給食施設を対象に 道及び市の保健所職員による立入調査を行い

課題が見られた535施設には文書による改善指導を実施し、衛生管理の徹底を

 図りました。

 

　これらの一連の対応を踏まえ、平成23年９月に、道内の栄養教諭や学校給食

センター職員、教育委員会の担当者など８名の委員のお力添えをいただきなが

 ら策定したのが 「第３次改訂版学校給食衛生管理マニュアル」です。、

 

　このマニュアルは、以来、学校給食関係者の実践的な資料として活用されて

きましたが、策定から12年が経過し、社会情勢の変化等もあったことから、こ

の度、より実践的に活用されるものとなるよう、調理現場における事例を具体

 的に示すなど、記載内容の充実を図ることとしました。

 

　学校給食関係者の皆様におかれましては、本マニュアルを積極的に活用し、

衛生管理に関する確かな知識と日常の業務における適切な対応方法等を身に付

 けられ、衛生管理体制の整備に御尽力いただくよう期待しています。

 

　結びになりますが、業務多忙の中、本マニュアルの一部改正に多大なる御理

 解と御協力をただきました検討委員の皆様に、心から感謝を申し上げます。

 

 　令和６年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道教育庁学校教育局健康・体育課
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 活　用　に　あ　た　っ　て
 
◆「第３次改訂版　学校給食衛生管理マニュアル」は 「学校給食衛生管理基準」に基づいた解説、、

 　表記を基本としています。

 ○　学校給食の衛生管理体制や調理作業の手順に沿って、解説を加えました。

 ○　学校給食衛生管理の重要ポイントには ★印を付けるとともに一覧にまとめ検索しやすくしました、 。

 ○　解説の言葉の表記は、基本的に「学校給食衛生管理基準」に基づいています。

 ○　北海道で発生した「食中毒事案」で課題となった衛生管理に係る対応策を示しました。

 ○　資料として、点検票や記録簿などの様式を掲載し、活用できるようにしました。

 

 ◆　目次に示したⅠ～Ⅵの項目については、次に示す流れで構成しています。

 《構成内容》　　　　　　　　《記載例》
  

学校給食における衛生管  ○ 学校給食実施者は、自らの責任においてＨＡＣＣＰの考え     
理上、重要な項目を見出   方に基づき安全な学校給食の実施のために必要な措置を講じ     
し（問いかけ）で記載し   ていますか。    

 ています。

 
  
    (1) 学校給食実施者の責務

見出しに関わり、各基準    ア　学校給食を実施する教育委員会（以下「教育委員会」    
で示された目的や具体的 　　　という ）は、学校給食施設を衛生的な場所に設置し、    。
な衛生管理の方策をまと 　　　食数に適した広さとすること。また、随時施設の点検を    
めています。 　　　行い その実態の把握に努めるとともに 施設の新増築   、 、 、

　　　改築、修理その他の必要な措置を講じること。   

 
  

   第１　総則
  １　学校給食を実施する都道府県教育委員会及び市区町村教育委
  員会の設置者（以下「教育委員会」という 、附属学校を設置す。）

衛生管理の方策の根拠と   る国立大学法人及び私立学校の設置者（以下「教育委員会等」と
なる学校給食衛生管理基   いう は 自らの責任において 必要に応じて 保健所の協力。） 、 、 、 、
準の原文を記載していま   助言及び援助（食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）
す。  に定める食品衛生監視員による監視指導を含む ）を受けつつ、。

 ＨＡＣＣＰ（コーデックス委員会（国連食糧農業機関／世界保健  
 機関合同食品規格委員会）総会において採択された…(後略)
 

 
  

   ■ ＨＡＣＣＰ「 」( )Hazard Analysis and Critical Control Point
  　ＨＡＣＣＰ （またはＨＡＣＣＰシステム）とは、食品の安全 

学校給食衛生管理基準の   性を保証する衛生管理の手法の一つで、原材料の生産から調理さ
  れて喫食者の口に入るまでの各段階で発生すると考えられる危害

用語を解説しています。  （ハザード）を科学的に分析し、その危害発生を防止できるポイ
 ントを定め、これを重点的に管理することで安全性を確保すると
 いう手法です。…(後略)

 
  
   ★　患者の早期発見のためのチェックポイント
  　　患者の早期発見のためには、毎日の欠席調べの際に次のよう

学校給食衛生管理基準で   　なチェック表により児童生徒及び教職員等の様子を確認し、児
は記載されていません   　童生徒の欠席の原因を調査し、学校全体の欠席状態を把握して
が、衛生管理で重要なポ    　おくことが必要です。
イントを図やデータ、写   　　このようなチェック表は 原因が学校給食の食中毒であるか、 、

 真で解説しています。  　地域の感染症によるものであるかを関係保健所等が判別する上
 　で大切な資料となります。…(後略)
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